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事務執行概要
（１） 下水道の整備状況

下水道は、汚水排除による公衆衛生の向上、市街地における浸水被害の解消や河川・海域等の公共用水域の水質保全など、安全で快適な街づくりに必要不可欠な都市基盤　施設である。

大阪府内の下水道は、府内行政区域面積の約61％で計画され、人口比率にすると　約99％にあたる。令和５年度末における府内の下水道人口普及率は97.1％で、全国　平均（普及率81.4％※）を大きく上回っている。

このように、下水道整備を進めることにより、水洗化の促進や河川の水質改善という面で、大きく貢献している。しかし、地域間における整備水準の格差が依然として存在しており、今後も引き続いて、汚水整備に取り組んで行く必要がある。

また、雨水対策については、地形的にも雨水排除の難しい低平地が広く存在しており、河川の整備計画と整合した下水道整備を行っていくことが重要な課題である。

次に、過年度からの大阪府内の下水道の普及状況を示すと、次表のとおりである。

人口普及率の推移
	年 度

区 分
	H26
	H27
	H28
	H29
	H30
	R01
	R02
	R03
	R04
	R05

	大 阪 府 
区 域
	95.6
	95.8
	96.1
	96.3
	96.5
	96.7
	96.8
	96.9
	97.0
	97.1

	全　国　
平　均
	77.6※
	77.8※
	78.3※
	78.8※
	79.3※
	79.7※
	80.1※
	80.6※
	81.0※
	81.4


· 平成26年度～令和４年度の全国平均は、東日本大震災の影響により調査不能な市町村を除いている。

（２） 流域下水道の整備
ア. 経緯

昭和30年代後半からの高度成長期は、大阪市周辺部に工場、住宅の急激な集中化をもたらし、それに伴ってスプロール化現象が生じた。このため、都市基盤整備をはるかに上回る地域開発により浸水被害を頻発させるとともに、河川・水路の水質が汚濁して、生活環境を著しく悪化させた。

その抜本的対策として、下水道整備の促進が掲げられたが、周辺都市は地勢的に連担した市街地を形成しているので、行政区界を越えて河川流域を単位とする広域的整備を図る流域下水道方式が、より効果的、効率的であると考えられた。

このような背景のもと、全国に先駆けて、昭和40年度から寝屋川北部流域下水道　事業に着手した。その後、昭和41年度には、同南部流域並びに全国で唯一の2府県にまたがる流域として、流域関係市により猪名川流域に着手し、昭和43年度に兵庫県と府に事業移管された。また、昭和42年度には万国博覧会関連事業として安威川流域に着手した。

さらに、昭和45年度には淀川右岸、大和川下流西部、昭和46年度には淀川左岸、　昭和48年度には南大阪湾岸北部、大和川下流南部、昭和49年度には大和川下流東部、昭和55年度には南大阪湾岸中部、昭和62年度には南大阪湾岸南部と順次各流域下水道事業に着手し、現在、７流域下水道、12処理区で事業を実施している。

全体計画概要は表－１のとおりである。
イ. 事業費実績と進捗状況

事業費の実績は、表－２－１及び表－２－２のとおり、第１次から第８次にわたる　下水道整備五(七)箇年計画及び社会資本整備重点計画に基づき重点的に事業費が投資　され、令和６年度末までの事業費投資実績が21,943億円となった。

また、流域全体の事業進捗状況(管渠延長)は、管渠で96.3%、処理場が87.7%であり、その状況は表－３のとおりである。

（３） 公共下水道の整備
大阪府内の市町村における下水道事業は、大阪市が明治27年に近代的下水道事業に着手したのが最初であり、その他の都市においては、いずれも戦後着手したものである。
まず、昭和24年に東大阪市が下水道事業に着手し、その後、豊中市・岸和田市・　　堺市・守口市・池田市等が相次いで公共下水道事業に着手している。
さらに、昭和40年度には大阪府が広域下水道事業に着手し、昭和45年からは下水道法の改正に伴い流域下水道事業と改称され、都道府県事業となり、これに伴い、府と市町村が協調しつつ下水道事業を実施することとなった。
以来、数次にわたる五箇年計画に基づき事業費は飛躍的に増大するところとなり、　平成５年度には、流域関連公共下水道、単独公共下水道及び都市下水路等を含め、　　下水道事業を実施する市町村は、全市町村（33市9町1村）に達した。
また、平成13年度末に全市町村（33市9町1村）が供用開始を達成した。
なお、市町村が実施する下水道事業全般の指導・監督を適切に行い、下水道整備の　促進と普及率の向上に努めている。
（４） 下水道の維持管理
大阪府の流域下水道は、昭和47年7月に猪名川、安威川、寝屋川北部及び南部の各流域で供用開始されたのを皮切りに、現在、7流域下水道12処理区において14の水みらいセンター、32のポンプ場、572kmの幹線管渠を供用している。
流域下水道の維持操作事務は、流域関連都市で構成する一部事務組合（猪名川流域のみ豊中市）で行っていたが、平成20年3月末をもって一部事務組合は解散し、平成20年度からは大阪府で流域下水道業務を一元管理している。
また、広域的な汚泥処理に係る維持操作事務として、大阪北東下水汚泥広域処理場と大阪南下水汚泥広域処理場で実施されていた下水汚泥広域処理事業（エース　プラン）については、平成16年3月31日に日本下水道事業団から府に移管されたが、現在は、流域下水汚泥処理事業として、鴻池水みらいセンターと、北部水みらいセンターの汚泥処理施設及びその送泥施設の運営にかかる事務を行っている。
管理施設の老朽化に対して、稼働機器や流入水質をきめ細やかに確認し、運転の安全性や信頼性を高め、点検の重点化など日常的維持管理を充実し、施設の異常を早期に発見するよう施設の予防保全の強化に努めている。また、運転の工夫による電力費、燃料費の削減に取り組むとともに、民間活力を活用した事業運営の検討も行うことで効率的な維持管理に取り組んでいる。水みらいセンターの将来用地を有効利用したメガソーラー事業を展開し、非常時の電源確保を図るとともに、発電事業による収益を維持管理費に充当し経費節減を図っている。
予　算　執　行
当該年度予算の執行にあたり、地方公営企業法、大阪府企業財務規則及び関係法令を遵守し、効率的な執行を図るとともに、行政効果の向上に留意し、下記のとおり予算の適正執行に努めた。
(ｱ) 歳　      入　
当該年度の歳入額は、1,106億4,185万629円 ※であり、その内容は次のとおりである。※非現金（長期前受金戻入284億1,113万2,499円）を含む。
流域下水道事業収益
	科　　目
	収　入　済　額
	収入比率
	備　　　　　考

	営　　業　　収　　益
	負担金
	円
24,334,063,351
（本課収入）
	％
37.06
	流域下水道事業負担金

	
	受託事業収益
	1,611,662,107 

本課収入
15,810,977 

流域下水道事務所収入
1,595,851,130 
	2.45
	下水道事業受託金

	営　　業　　外　　収　　益
	受取利息及び配当金
	42,653,582
（本課収入）
	0.07 
	基金利息

	
	国庫補助金
	9,334,000
（本課収入）
	0.01
	市町村指導監督事務に係る交付金

	
	他会計補助金
	9,631,410,000
（本課収入）
	14.67 
	一般会計からの繰入金

	
	長期前受
金戻入
	28,411,132,499 
	43.27
	減価償却に伴う収益化（非現金）

	
	雑収益
	43,659,882 
本課収入
29,167,768
流域下水道事務所収入
　　14,492,114
	0.07　　　　
	金属くず売却に係る収入等

	
	科　　目
	収　入　済　額
	収入比率
	備　　　　　考

	
	売電事業収入
	 円
 578,428,985 

(流域下水道事務所収入) 
	％
0.88

	太陽光発電売電事業収入

	
	施設使用
料収益
	  346,750,769 
(流域下水道事務所収入) 
	0.53
	行政財産使用料

	
	消費税及び　地方消費税　還付金
	649,942,458 
（本課収入）
	0.99
	収入予定額

	合　　計
	65,659,037,633
　本課収入
 63,123,514,635
流域下水道事務所収入
2,535,522,998
	100.00
	非現金収益は本課執行に含む。


流域下水道事業資本的収入
	科　　目
	収　入　済　額
	収入比率
	備　　　　　考

	企業債
	円
15,122,000,000
（本課収入）
	％
33.62
	下水道事業建設費財源等、資金調達のための地方債発行

	国庫補助金
	14,171,412,000
　　（本課収入）　
	31.50
	流域下水道事業国庫補助金

	負担金
	5,661,019,015

（本課収入）
	12.58
	流域下水道事業負担金

	出資金
	2,402,473,000
（本課収入）
	5.34
	一般会計からの繰入金

	受託金
	772,268,148 

(流域下水道事務所収入)
	1.72
	流域下水道事業受託金

	基金繰入金
	6,853,640,833
（本課収入）
	15.24
	流域下水道事業減債基金の取崩し

	合　　計
	44,982,812,996
　本課収入
 44,210,544,848
流域下水道事務所収入
772,268,148
	100.00
	


(ｲ) 歳　　　　出
当該年度の歳出額は､一般会計120億3,388万3,000円､企業会計1,212億9,057万7,157円 ※であり、その内容は次のとおりである。
※非現金（計389億6,634万5,894円）を含む。
一般会計
	科　　目
	執　行　済　額
	執行比率
	備　　　　　考

	下水道費
	円
12,033,883,000
（本課執行）
	％
100.00 
	他会計繰出金

	合　　　計
	12,033,883,000
 　（本課執行）
	100.00
	


企業会計
流域下水道事業費用
	科　　目
	執　行　済　額
	執行比率
	備　　　　　考

	営　　　　業　　　　費　　　　用
	
	円
	％
	

	
	管渠・ポンプ場・処理場費
	28,028,149,848 
本課執行
1,402,644,075 
流域下水道事務所執行
 26,625,505,773 
	40.87
	うち非現金
391,476,000円
（各種引当金への繰入）

	
	総係費
	1,012,346,696
本課執行
974,741,066 
流域下水道事務所執行
 37,605,630
	1.48
	うち非現金
297,031,000円
（各種引当金への繰入）

	
	減価償却費
	34,596,271,397 
	50.45
	非現金

	
	資産減耗費
	1,127,551,057 
	1.64
	非現金


	
	科　　目
	執　行　済　額
	執行比率
	備　　　　　考

	営　業　外　費　用
	支払利息及び　企業債取扱諸費
	円
715,643,211 

（本課執行）
	％
1.04

	

	
	売電事業費用
	5,278,828 
本課執行
   15,500 
流域下水道事務所執行
5,263,328 
	0.01
	

	
	雑支出
	35,202,260 
	0.05
	控除対象外消費税に係る決算整理に伴うもの（非現金）

	特別損失
	過年度損益修正損
	2,518,814,180
	3.67 　
	非現金

	
	訴訟解決金
	540,000,000
（本課執行）
	0.79　 
	

	合　　　計
	68,579,257,477 
本課執行
  41,910,882,746 
流域下水道事務所執行
26,668,374,731 
	100.00  
	非現金費用は本課執行に含む。


流域下水道事業資本的支出
	科　　目
	執　行　済　額
	執行比率
	備　　　　　考

	建
設改良費
	
	円
	％
	

	
	建設事務費
	745,611,664 
本課執行
   649,599,317 
流域下水道事務所執行
96,012,347 
	1.41  
	

	
	流域下水道　　建設事業費
	26,786,096,501
本課執行
   25,470,646 
流域下水道事務所執行
26,760,625,855 
	50.82  

  
	令和５年度から令和６年度への繰越事業費を含む。

	
	固定資産購入費
	円
26,859,839 
（流域下水道事務所執行）
	0.05  


	

	
	リース資産　　購入費
	342,736,632 
（流域下水道事務所執行）
	0.65  
	

	企業債償還金
	17,814,103,125 
（本課執行）
	33.80  
	

	建設負担金返還金
	42,936,249 
（本課執行） 
	0.08  
	

	国庫返納金
	14,929,837 
（本課執行）
	0.03  
	

	基金組入金
	6,938,045,833 

 （本課執行）
	13.16  
	流域下水道事業減債基金への積立て

	合　　　計
	52,711,319,680 
本課執行
  25,485,085,007 
流域下水道事務所執行
27,226,234,673 
	100.00  
	


(１)　総務経営グループ
室の人事管理、予算執行、一般庶務又は財務運営上の指導監督など所管事項の適正な執行・運営を図った。
ア．人事管理
服務規律の厳正を期し、全体の奉仕者として誠実、かつ公正に職務の遂行を期するとともに、職場の明朗化と本府土木行政機関としての事務処理能率の向上に努めた。
イ．職員の衛生管理
常に職場環境の整備改善を図り、職員の健康保持と疾病予防に努めた。
　　
ウ．事務執行概要
①　歳　　　入　（企業会計）
流域下水道事業収益
	科　　目
	収　入　状　況
	収　入　済　額
	根拠法令

	営　　業　　収　　益
	負担金
	維持管理に係る負担金について関係市町村から徴収した。
	円
24,334,063,351
　（本課収入）
令和５年度

26,507,523,705

令和４年度

23,331,503,221
	下水道法
第31条の２
議決による

	
	受託事業
収益
	維持管理に係る受託金について関係市町村から徴収した。
	1,611,662,107 
本課収入
15,810,977 

流域下水道事務所収入
1,595,851,130 
令和５年度

1,781,272,018 

令和４年度

1,616,845,431 
	下水道法
第31条の２
議決による

	営　　業　　外　　収　　益
	受取利息及び
配当金
	基金運用による利息を収入した。
	42,653,582
（本課収入）
令和５年度

19,226,924
令和４年度
4,819,363

	

	
	国庫補助金
	国土交通省水管理・国土保全局所管に係る下水道事業に対して国庫補助金を収入した。
	9,334,000
（本課収入）
令和５年度

8,335,000 

令和４年度

6,623,000
	下水道法
補助金等
適正化法


	営　　業　　外　　収　　益
	科　　目
	収　入　状　況
	収　入　済　額
	根拠法令

	
	他会計補助金
	一般会計繰入金を収入した。
	円
9,631,410,000
（本課収入）
令和５年度

8,676,801,000
令和４年度

8,146,284,000
	

	
	長期前受
金戻入
	　減価償却に伴う収益（非現金）。
	28,411,132,499 

令和５年度

29,266,244,452 

令和４年度

29,132,427,653 
	

	
	雑収益
	　下水道施設で発生した金属くずの売却等により収入した。
	43,659,882 
本課収入　
29,167,768
流域下水道事務所収入
　　14,492,114
令和５年度

25,228,327
令和４年度

9,023,716
	

	
	売電事業収入
	　太陽光発電事業により収入した。
	  578,428,985 
(流域下水道事務所収入) 
令和５年度

586,586,190 
令和４年度

604,451,554 
	

	
	施設使用
料収益
	　行政財産の使用許可に伴い、使用料として収入した。
	346,750,769  
(流域下水道事務所収入) 
令和５年度

345,318,860 
令和４年度

322,347,450 
	

	
	科　　目
	収　入　状　況
	収　入　済　額
	根拠法令

	
	消費税及び      地方消費税
還付金
	　消費税申告に伴う還付予定額。
	 円
649,942,458 
(本課収入) 
令和５年度

25,919,225 
	消費税法


流域下水道事業資本的収入
	科　　目
	収　入　状　況
	収　入　済　額
	根拠法令

	企業債
	下水道事業建設費の財源等、資金調達のための企業債を発行した。

	円
15,122,000,000
（本課収入）
令和５年度

12,181,000,000
　令和４年度

13,141,000,000
	

	国庫補助金
	国土交通省水管理・国土保全局所管に係る下水道事業に対して国庫補助金を収入した。
	14,171,412,000
　　（本課収入）
令和５年度

10,963,540,000 

令和４年度

11,805,637,000  
	下水道法
補助金等
適正化法


流域下水道事業資本的収入
	科　　目
	収　入　状　況
	収　入　済　額
	根拠法令

	負担金
	流域下水道により利益を受ける関係市町村（33市8町１村）から負担金を徴収した。
	円
5,661,019,015
（本課収入）
令和５年度
5,441,856,147
（本課収入）
令和４年度

5,118,789,146
	下水道法
第31条の２
議決による

	出資金
	一般会計繰入金を収入した。
	2,402,473,000　　
（本課収入）
令和５年度

3,716,280,000
令和４年度

4,310,713,000 
	

	受託金
	流域下水道により利益を受ける関係市町村等から受託金を徴収した。
	772,268,148 

(流域下水道事務所収入)
令和５年度
435,106,565 
令和４年度

374,893,816 
	下水道法
第31条の２
議決による

	基金繰入金
	流域下水道事業減債基金積立金の取崩しにより収入した。
	6,853,640,833
（本課収入）
令和５年度

5,571,944,673
令和４年度

5,550,803,363 
	


②　歳　　　出（一般会計）
	事　業　名
	執　行　状　況
	執　行　済　額
	根拠法令

	大阪府流域　　
下水道事業
会計繰出金
	流域下水道事業会計に繰出金を執行した。
	円
12,033,883,000 
（本課執行）
令和５年度

12,393,081,000 

令和４年度
12,456,997,000 
	


③　歳　　　出（企業会計）
流域下水道事業費用
	科　　目
	執　行　状　況
	執　行　済　額
	根拠法令

	営　　　　業　　　　費　　　　用
	
	円
	

	
	管渠・ポンプ場・処理場費
	(4)維持管理グループ事務執行概要参照
	

	
	総係費
	下水道事業を円滑に行うための事務費・職員費を執行した。
	1,012,346,696 

本課執行
974,741,066 
流域下水道事務所執行
 37,605,630
令和５年度

922,645,692
令和４年度

882,390,862
	

	
	減価償却費
	　固定資産・リース資産の減価償却費（非現金）
	34,596,271,397 
令和５年度
35,415,350,174 

令和４年度
35,151,419,738 
	

	
	資産減耗費
	　固定資産の除却に伴い発生する費用（非現金）
	1,127,551,057 
令和５年度

1,269,728,878 
令和４年度

1,354,046,945 
	


	
	支払利息及び　企業債取扱諸費
	　企業債の支払利息及び発行に伴う手数料支払のため、執行した。
	715,643,211 
（本課執行）
令和５年度

768,342,921 
令和４年度

861,529,348 
	


	営　業　外　費　用
	科　　目
	執　行　状　況
	執　行　済　額
	根拠法令

	
	売電事業費用
	円
(4)維持管理グループ事務執行概要参照
	

	
	雑支出
	控除対象外消費税に係る決算整理に伴うもの
（非現金）
	35,202,260
令和５年度
22,352,722
令和４年度

22,366,904
	消費税法

	特別損失
	過年度損益修正損
	過年度損益修正損の計上によるもの（非現金）
	2,518,814,180
	

	
	訴訟解決金
	訴訟解決金の支払いによるもの
	540,000,000
（本課執行）
	


流域下水道事業資本的支出
	科　　目
	執　行　状　況
	執　行　済　額
	根拠法令

	建
設改良費
	
	
	円
	

	
	建設事務費
	下水道事業を円滑に行うための事務費・職員費を執行した。
	745,611,664 
本課執行
   649,599,317 
流域下水道事務所執行
96,012,347 

令和５年度
727,250,345 
令和４年度

703,956,630 
	

	
	流域下水道　　建設事業費
	(3)建設グループおよび(4)維持管理グループ事務執行概要参照　
	

	
	固定資産購入費
	(4)維持管理グループ事務執行概要参照
	

	
	リース資産　　購入費
	(4)維持管理グループ事務執行概要参照
	


	科　　目
	執　行　状　況
	執　行　済　額
	根拠法令

	企業債償還金
	下水道事業に係る企業債償還のため、執行した。
	17,814,103,125 

令和５年度

15,152,217,490
令和４年度

15,554,699,474 
	

	建設負担金返還金
	市町村から収入した負担金の返還金
	42,936,249 
令和５年度
11,401,187 

令和４年度

12,308,168 
	

	国庫返納金
	　国庫補助金の返還金
	14,929,837 

令和５年度

3,303,917 

令和４年度

9,039,368 
	

	基金組入金
	流域下水道事業減債基金への積立てを行った。
	6,938,045,833 

令和５年度

6,629,438,673
令和４年度

6,338,346,363 
	


(２)　企画グループ
大阪府流域下水道事業における中長期の経営の基本計画となる「経営戦略」の策定及び進捗管理を行い、府施行事業及び補助事業における事業推進上の連絡調整並びに流域下水道協議会等の運営、市町村負担金の徴収、固定資産管理等を行った。
ア．経営戦略の策定
経営目標として「安定した下水道サービスの提供」「安全で安心なまちづくりの推進」「経営の健全性の向上」の三点を掲げ、目標達成のために計画期間中に実施すべき施策等を定め、これに整合した投資財政計画を立案した「大阪府流域下水道事業経営戦略」を策定、また見直しを行った。
　　　〇策定時期　平成３０年３月（令和６年３月　見直し）
　　　〇計画期間　平成３０年度から令和９年度までの１０年間

イ．流域下水道協議会等の運営
流域下水道の一元化に伴い、流域下水道の建設及び維持管理の円滑な運営に資する　ため、流域毎に設置した『流域下水道協議会』等の運営を行い、会議を通じて、大阪府と流域関連市町村との緊密な協議・調整に努めた。
　　（１）「流域下水道協議会」等一覧及び関連団体
	協議会等名称
	関連団体

	猪名川流域下水道制度検討会
	豊中市、池田市、箕面市、豊能町、猪名川流域下水道事務所

	安威川、淀川右岸流域下水道協議会
	箕面市、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、島本町

	淀川左岸流域下水道協議会
	枚方市、交野市

	寝屋川北部流域下水道協議会
	大阪市、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、
交野市、東大阪市

	寝屋川北部流域下水汚泥処理事業運営協議会
	守口市

	寝屋川南部流域下水道協議会
	大阪市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市

	大和川下流流域下水道協議会
	大阪市、八尾市、柏原市、松原市、富田林市、河内長野市、
羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、大阪狭山市、
千早赤阪村、堺市

	南大阪湾岸流域下水道協議会
	堺市、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、
泉佐野市、泉南市、熊取町、田尻町、阪南市、岬町

	南大阪湾岸流域下水汚泥処理事業運営協議会
	堺市、岸和田市


ウ．市町村負担金の徴収
下水道法31条の２に基づく流域下水道事業負担金及び受託金の徴収事務を行った。
○(1)総務経営グループ事務執行　流域下水道事業収益　営業収益参照。
○(1)総務経営グループ事務執行　流域下水道事業資本的収入参照。
エ．固定資産管理
流域下水道事業の固定資産（有形固定資産・無形固定資産）の管理を行った。
（１）有形固定資産明細書
	資 産 の 種 類
	年度当初現在高
	当年度増加額
	当年度減少額
	年度末現在高

	
	
	
	
	

	
	円
	円
	円
	円

	土　 　　　　 地
	248,313,523,379
	6,587,026
	19,968,940
	248,300,141,465

	
	施設用地
	248,313,523,379
	6,587,026
	19,968,940
	248,300,141,465

	建　　   　　 物
	177,966,800,239
	66,925,462
	51,996,833
	177,981,728,868

	
	その他建物 
	22,548,282
	0
	0
	22,548,282

	
	ポンプ場用建物
	54,217,117,049
	0
	10,681,472
	54,206,435,577

	
	事務所用建物
	549,495,717
	50,444,316
	0
	599,940,033

	
	処理場用建物
	123,177,639,191
	16,481,146
	41,315,361
	123,152,804,976

	構 　　築　  物
	987,004,403,300
	11,743,660,625
	1,327,675,119
	997,420,388,806

	
	その他構築物
	671,219,917
	0
	0
	671,219,917

	
	ポンプ場施設
	65,963,339,118
	0
	7,443,113
	65,955,896,005

	
	管路施設
	658,547,791,332
	11,026,768,277
	9,061,365
	669,565,498,244

	
	処理場施設
	261,822,052,933
	716,892,348
	1,311,170,641
	261,227,774,640

	機械及び装置
	665,249,563,717
	8,760,223,969
	19,017,807,053
	654,991,980,633

	
	その他機械及び装置
	30,475,398,036
	227,316,432
	53,849,152
	30,648,865,316

	
	ポンプ場用機械設備
	97,851,537,713
	2,715,828,003
	2,150,127,701
	98,417,238,015

	
	ポンプ場用電気設備
	36,590,913,145
	975,039,640
	1,268,185,377
	36,297,767,408

	
	管路用機械設備
	2,058,815,995
	0
	0
	2,058,815,995

	
	管路用電気設備
	1,009,988,942
	0
	0
	1,009,988,942

	
	処理場用機械設備
	328,672,540,170
	1,324,994,536
	5,936,654,001
	324,060,880,705

	
	処理場用電気設備
	168,590,369,716
	3,517,045,368
	9,608,990,822
	162,498,424,252

	車両及び運搬具
	3,978,964
	0
	500,000
	3,478,964

	工具器具及び備品
	496,667,779
	35,891,200
	5,937,713
	526,621,266

	リース資産
	6,335,901,900
	0
	0
	6,335,901,900

	建設仮勘定
	36,600,993,076
	12,961,451,761
	8,406,226,756
	41,156,218,081

	計
	2,121,971,832,354
	33,574,740,043
	28,830,112,414
	2,126,716,459,983


（２）無形固定資産明細書
	資 産 の 種 類
	年度当初現在高
	当年度増加額
	当年度減少額
	当年度減価償却高
	年度末現在高

	
	
	
	
	
	

	　
	円
	円
	円
	円
	円

	地 　　上　  権
	7,530,982
	0
	0
	5,353,153
	2,177,829

	施設利用権
	45,018,897
	0
	0
	3,939,963
	41,078,934

	計
	52,549,879
	0
	0
	9,293,116

	43,256,763


 (３)　計画グループ
流域下水道の計画調査及び下水道研究調査に関する業務を行うとともに、市町村の公共下水道の下水道法事業計画変更に関する協議（28件）並びに都市計画決定、同事業認可等の指導監督を行った。
※流域下水道の下水道法事業計画変更並びに都市計画決定、同事業認可については該当なし。
1． 都市計画法及び下水道法に係る法手続き一覧
	令和６年度下水道法事業計画変更に関する協議(公共下水道)

	番号
	都市名
	通知年月日
	通知番号
	内容
	摘要

	１
	高槻市
（淀川右岸流域関連公共下水道および安威川流域関連公共下水道）
	R7.2.20
	下第2377号
	変更
	事業期間延伸、事業計画区域の変更、主要な管渠の変更

	２
	摂津市
（安威川流域関連公共下水道）
	R7.2.26
	下第2423号
	変更
	事業期間延伸、主要な管渠の変更

	３
	箕面市
（猪名川流域関連公共下水道）
	R7.3.14
	下第2472号
	変更
	事業期間延伸、事業計画区域の変更

	４
	箕面市
（安威川流域関連公共下水道）
	R7.3.14
	下第2473号
	変更
	事業期間延伸、事業計画区域の変更

	５
	箕面市
（単独公共下水道）
	R7.3.14
	下第2474号
	変更
	事業期間延伸、事業計画区域の変更

	６
	池田市
（猪名川流域関連公共下水道）
	R7.3.18
	下第2508号
	変更
	事業期間延伸、事業計画区域の変更

	７
	池田市
（単独公共下水道）
	R7.3.18
	下第2513号
	変更
	事業期間延伸、処理場の主要な施設の変更

	８
	岸和田市
（単独公共下水道）
	R7.3.18
	下第2526号
	変更
	事業期間延伸

	９
	岸和田市
（特定環境保全公共下水道）
	R7.3.18
	下第2527号
	変更
	事業期間延伸

	10
	岬町
（南大阪湾岸南部流域関連公共下水道）
	R7.3.18
	下第2528号
	変更
	事業期間延伸

	11
	柏原市
（寝屋川南部流域関連公共下水道）
	R7.3.18
	下第2530号
	変更
	事業期間延伸、事業計画区域の変更

	12
	門真市
（寝屋川北部流域関連公共下水道）
	R7.3.18
	下第2531号
	変更
	事業期間延伸、接続点の変更、処理分区の変更

	13
	柏原市
（大和川下流東部流域関連公共下水道）
	R7.3.21
	下第2540号
	変更
	処理分区の変更、事業計画区域の変更

	14
	和泉市
（南大阪湾岸北部流域関連公共下水道）
	R7.3.24
	下第2553号
	変更
	事業期間延伸、事業計画区域の変更

	15
	和泉市
（単独公共下水道）
	R7.3.24
	下第2558号
	変更
	事業期間延伸、事業計画区域の変更

	16
	豊中市
（単独公共下水道）
	R7.3.24
	下第2563号
	変更
	事業期間延伸、事業計画区域の変更、処理場の主要な施設の変更

	17
	豊中市
（猪名川流域関連公共下水道および安威川流域関連公共下水道）
	R7.3.24
	下第2565号
	変更
	事業期間延伸、事業計画区域の変更

	18
	大阪市
（大和川下流西部流域関連公共下水道および寝屋川北部流域関連公共下水道、寝屋川南部流域関連公共下水道）
	R7.3.26
	下第2598号
	変更
	事業期間延伸

	19
	交野市
（寝屋川北部流域関連公共下水道）
	R7.3.26
	下第2599号
	変更
	事業期間延伸

	20
	東大阪市
（寝屋川南部流域関連公共下水道）
	R7.3.26
	下第2603号
	変更
	事業期間延伸、主要な管渠の変更、接続点の変更、処理分区の変更

	21
	東大阪市
（単独公共下水道）
	R7.3.26
	下第2604号
	変更
	事業期間延伸、主要な管渠の変更

	22
	吹田市
（単独公共下水道）
	R7.3.28
	下第2607号
	変更
	事業期間延伸、事業計画区域の変更、処理場の主要な施設の変更

	23
	吹田市
（安威川流域関連公共下水道）
	R7.3.28
	下第2609号
	変更
	事業期間延伸、事業計画区域の変更

	24
	枚方市
（寝屋川北部流域関連公共下水道）
	R7.3.31
	下第2645号
	変更
	事業期間延伸

	25
	枚方市
（淀川左岸流域関連公共下水道）
	R7.3.31
	下第2646号
	変更
	事業期間延伸、主要な管渠の変更、処理分区の変更

	26
	堺市
（大和川下流西部流域関連公共下水道）
	R7.3.31
	下第2647号
	変更
	事業期間延伸、事業計画区域の変更、処理分区の変更

	27
	河南町
（大和川下流東部流域公共下水道）
	R7.3.31
	下第2648号
	変更
	事業期間延伸、事業計画区域の変更

	28
	堺市
（南大阪湾岸北部流域関連公共下水道）
	R7.3.31
	下第2650号
	変更
	事業期間延伸


(４)　建設グループ
　　流域下水道事業予算の総括および執行計画、交付金申請等に関する一般事務並びに市町村の交付金等の交付に関する事務について、指導監督、完了検査等を行った。
ア. 事務執行概要
1 　歳　　　出　（企業会計）
	科目
	執行状況　
	執行済額
	根拠法令

	流域下水道
建設事業費
	水質汚濁防止、生活環境の改善、浸水防除等を目的として、市町村の行政区域にとらわれず広域的な下水道の根幹的施設を建設整備するものである。

	円
26,786,096,501 
25,470,646 
（本課執行）
26,760,625,855
（流域下水道事務所執行）
令和５年度

20,647,113,710
令和４年度

21,850,055,102
	都市計画法
下水道法

	内

	1. 
猪名川
流域下水道
	事業内容
処 理 場　　　　      １ヵ所
管　　渠　　　　      ２ヵ所
	1,206,095,900
（流域下水道事務所執行）
	

	
	2. 
安威川
流域下水道
	事業内容
ポンプ場　　　　　　　４ヵ所
処 理 場　　　　      １ヵ所
管　　渠　　　　      ２ヵ所
	1,931,824,934（流域下水道事務所執行）
	

	
	3. 
淀川右岸
流域下水道

	事業内容
ポンプ場　　　　　　　２ヵ所
処 理 場　　　　　　　１ヵ所
管　　渠　　　　      ３ヵ所
	1,390,725,400
（流域下水道事務所執行）　
	

	
	4. 
淀川左岸
流域下水道
	事業内容
    処 理 場　　          １ヵ所

	264,651,800
（流域下水道事務所執行）
	


	科目
	執行状況　
	執行済額
	根拠法令

	
	5. 
寝屋川北部流域下水道

	事業内容
ポンプ場　　　　　　　７ヵ所
処 理 場　　　　　　　１ヵ所
管　　渠　　　　　　　８ヵ所
	10,930,305,264
（流域下水道事務所執行）
	

	
	6. 
寝屋川南部
流域下水道
	事業内容
ポンプ場　　　　　　　８ヵ所
処 理 場　　　　　　　１ヵ所
管　　渠　　　　　　　３ヵ所
	 4,512,586,929 

（流域下水道事務所執行）
	

	
	7. 
大和川下流
西部流域
下水道
	事業内容
処 理 場　　　　　　　１ヵ所
管　　渠　　　　　　　２ヵ所
	2,160,039,100 

（流域下水道事務所執行）

	

	
	8. 
大和川下流
東部流域
下水道
	事業内容
処 理 場　　　　　　　１ヵ所
ポンプ場　　　　　　　２ヵ所
管　　渠　　　　　　　１ヵ所
	244,882,464 

（流域下水道事務所執行）

	

	
	9.
大和川下流
南部流域
下水道
	事業内容
処 理 場　　　　　　　１ヵ所
ポンプ場　　　　　　　２ヵ所
管　　渠　　　　　　　１ヵ所
	464,811,200 

（流域下水道事務所執行）

	

	
	10．
南大阪湾岸
北部流域
下水道
	事業内容
処 理 場　　　　　　　１ヵ所
ポンプ場　　　　　　　１ヵ所
管　　渠　　　　　　　２ヵ所
	1,734,363,613 

（流域下水道事務所執行）

	

	
	11．
南大阪湾岸
中部流域
下水道
	事業内容
処 理 場　　　　　　　１ヵ所
管　　渠　　　　　　　１ヵ所
	486,007,413 
（流域下水道事務所執行）

	

	
	12．
南大阪湾岸
南部流域
下水道
	事業内容
処 理 場　　　　　　　１ヵ所
ポンプ場              ２ヵ所
管　　渠　　　　　　　１ヵ所
	404,864,730 

（流域下水道事務所執行）

	


PCB廃棄物適正処理対策事業については、(4)維持管理グループ事務執行概要参照
	科目
	執行状況　
	執行済額
	根拠法令

	
	13．
流域下水道
単独事業

	流域下水道事業のうち国庫補助対象とならないものや受託事業について、次の事項を実施した。
· 大阪湾広域廃棄物埋設処分場整備事業負担金を含む

	1,024,084,716 

18,792,000 

　（本課執行）
1,005,292,716 

（流域下水道事務所執行
	


	[image: image1.emf]計



1,024,084,716

全流域

公 共 関 連 単 独

0

単 独 施 行 施 設

140,498,663

単独施行施設（改築更新）

500,000,000

受 託

383,586,053

南大阪湾岸南部

公 共 関 連 単 独

0

単 独 施 行 施 設

8,617,562

単独施行施設（改築更新）

26,000,000

受 託

0

南大阪湾岸中部

公 共 関 連 単 独

0

単 独 施 行 施 設

12,991,525

単独施行施設（改築更新）

0

受 託

0

南大阪湾岸北部

公 共 関 連 単 独

0

単 独 施 行 施 設

15,289,528

単独施行施設（改築更新）

38,000,000

受 託

980,357

大和川下流南部

公 共 関 連 単 独

0

単 独 施 行 施 設

8,996,707

単独施行施設（改築更新）

25,000,000

受 託

0

大和川下流東部

公 共 関 連 単 独

0

単 独 施 行 施 設

9,166,532

単独施行施設（改築更新）

12,000,000

受 託

0

大和川下流西部

公 共 関 連 単 独

0

単 独 施 行 施 設

28,199,156

単独施行施設（改築更新）

14,000,000

受 託

0

寝 屋 川 南 部

公 共 関 連 単 独

0

単 独 施 行 施 設

4,993,346

単独施行施設（改築更新）

89,900,000

受 託

365,001,996

寝 屋 川 北 部

公 共 関 連 単 独

0

単 独 施 行 施 設

33,986,747

単独施行施設（改築更新）

150,100,000

受 託

17,603,700

淀 川 左 岸

公 共 関 連 単 独

0

単 独 施 行 施 設

1,218,047

単独施行施設（改築更新）

45,000,000

受 託

0

淀 川 右 岸

公 共 関 連 単 独

0

単 独 施 行 施 設

6,365,811

単独施行施設（改築更新）

70,000,000

受 託

0

安 威 川

公 共 関 連 単 独

0

単 独 施 行 施 設

6,231,438

単独施行施設（改築更新）

30,000,000

受 託

0

流　　域　　名 事　　業　　名 事 業 費

猪 名 川

公 共 関 連 単 独

0

単 独 施 行 施 設

4,442,264

単独施行施設（改築更新）

0

受 託

0




(５)　維持管理グループ
　　流域下水道維持操作事務府費補助金の交付、流域下水道の供用開始、流域下水道施設、流域下水汚泥処理施設の維持管理・運営にかかる事務を執行した。
1. 事業執行概要
1 　歳　　　出　（企業会計）
	科　　目
	執　行　状　況
	執　行　済　額
	根拠法令

	管渠・ポンプ場・処理場費
	
	円
28,028,149,848 
1,402,644,075 
（本課執行） 
 26,625,505,773
（流域下水道事務所執行）
令和５年度

28,614,884,473 

令和４年度

26,818,289,031 
	

	内
	流域下水道維持管理費
および
流域下水道汚泥処理維持管理費
	流域下水道及び下水汚泥処理施設の維持管理及び運営を行うものである。
	26,423,177,442
2,191,164
（本課執行） 
26,420,986,278
（流域下水道事務所執行）
	

	
	流域下水道維持操作事務補助金
	大阪府の流域下水道は平成20年度に一元化され、建設・維持管理とも大阪府で　行うこととなったが、猪名川流域については、従来どおり豊中市が維持管理を行っている。府は流域下水道の管理者として適正な維持管理が行われるように豊中市の維持操作事務のうち、雨水排除事務費に対し4.5/10以内、水質管理事務費、高度処理事務費に　対し1/2以内、環境対策事務に対し1/4以内の府費補助を行うものである。
	52,981,000
（本課執行）
	大阪府
流域下水道　維持操作事務府費補助金交付要綱


	科　　目
	執　行　状　況
	執　行　済　額
	根拠法令

	固定資産購入費　　
	
	　　円
26,859,839（流域下水道事務所執行）
	

	内
	維持管理分
	下水道事業に係る備品購入等のため、執行した。
	20,272,813（流域下水道事務所執行）
	


	科　　目
	執　行　状　況
	執　行　済　額
	根拠法令

	売電事業費用　
	都市インフラを活用した新エネルギー政策の推進事業として、非常時に下水処理場への電力供給を行うため、民間事業者からのリースにより、太陽光発電事業を実施するものである。
	　　　円　
　5,278,828 
15,500 
（本課執行）
5,263,328 

（流域下水道事務所執行）
令和５年度

4,769,905 

令和４年度

5,564,299
	

	リース資産購入費
	
	342,736,632 

（流域下水道事務所執行）
令和５年度

339,239,666 

令和４年度

337,073,304 
	


	科　　目
	執　行　状　況
	執　行　済　額
	根拠法令

	流域下水道
建設事業費　　
	
	　　円
26,786,096,501
本課執行
   25,470,646 
流域下水道事務所執行
26,760,625,855 
	都市計画法
下水道法

	内
	PCB廃棄物適正
処理対策事業
	流域下水道施設で保管・使用しているPCB廃棄物の適正な処理のための対策を行うものである。
	　　24,174,392 

（流域下水道事務所執行）
	


（単位％）





種別�
収　入　済　額�
�
流域下水道債�
円


5,198,000,000�
�
資本費平準化債�
3,478,000,000�
�
借換債�
6,446,000,000�
�
合計�
15,122,000,000�
�









